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秋田市

邦楽の祭典 開催要項
錦秋に煌めけ、響け

きら

有形無形の「秋田らしさ」の発揮、そこに新しい取り組みにも力をそそぎ

ながら文化の価値を高め、全国に情報発信していきます。また、震災後初の

東北での開催でもあるので、特に被災地からの参加を歓迎し、終曲「日蓮」

を合同で演奏するなど、受けた愛を共に感謝し、明日に向かって羽ばたく祭

典とします。

１ 日 時

平成２６年１０月１９日（日） １０：００～１７：００

２ 会 場

秋田市文化会館 大ホール

〔舞台：間口１６ｍ、高さ８ｍ、奥行き１５ｍ〕

客席数：１，１８８席

〒０１０－０９５１ 秋田市山王７丁目３－１

ＴＥＬ ０１８－８６５－１１９１

ＦＡＸ ０１８－８６５－１１９５

３ 主催者

文化庁 秋田県 秋田市 秋田市教育委員会 第２９回国民文化祭秋田

県実行委員会 第２９回国民文化祭秋田市実行委員会

４ 事業内容

（１）全国の邦楽愛好者による演奏を行います。

（２）秋田県内の邦楽愛好家による合同演奏を行います。

（３）特別ゲストによる演奏を行います。

（４）被災県からの参加団体から若干名、「日蓮」にお入り頂き合同演奏を

いたします。

（５）秋田市出身の邦楽家に作曲を委嘱し、もう一つの秋田を探ります。

５ 出演団体数等

（１）出演団体数 ２０団体程度

（２）出 演 時 間 １団体１５分以内（入退場・舞台転換を含む）
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６ 出演に関する経費

会場費や舞台にかかわる基本的な経費については、主催者が負担します。

出演に要する経費は、原則として各出演団体の負担となります。

７ 出演団体の決定

出演者は、各都道府県の推薦に基づき、第２９回国民文化祭秋田県実行

委員会及び国民文化祭実行委員会の審議を経て、文化庁が決定します。

なお、各都道府県は、出演者を推薦するときは、別紙推薦書を第２９回

国民文化祭秋田県実行委員会事務局に送付してください。

８ 問い合わせ先

第２９回国民文化祭秋田市実行委員会事務局

(秋田市企画財政部国民文化祭推進室内)

〒０１０－８５６０ 秋田市山王１丁目１－１

ＴＥＬ ０１８－８６６－８７８２

ＦＡＸ ０１８－８６６－２４５８

E-mail kokubunsai@city.akita.akita.jp

【参考】リハーサル日程（予定） 平成２６年１０月１８日（土）

１０：００～ 全国参加団体

１５：００～ 「日蓮」


